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【凡例】 

「廃棄物埋設施設における許可基準規則への適合性について(2020年 7月 7日提出版)」に対し、

追記又は削除した部分は、以下のとおり表示を実施。 

緑字：2020年 10月 2日提出版での追加又は見え消し 

「廃棄物埋設事業変更許可申請書」の記載部分について、以下のとおりマーキング表示を実施。 

本文記載・・・「黄色」 

本文・添付書類ともに記載・・・「黄色」 

添付書類記載・・・「水色」 

本文・添付書類の記載変更箇所・・・「 下線 」 
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本資料に関連するコメントと反映箇所 

No. コメント 反映箇所 

1 2号廃棄物埋設地について、同条第 2項の適合性の説明において管

理区域の設定等について言及すること。 

4.(2) その他の放射線防

護上の措置について 

2 2号廃棄物埋設施設について、埋設する廃棄体の種類の追加及び変

更に伴う影響はないとしているが、その理由を明確にすること。 

5. 外部被ばく線量評価 
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1.  第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第八条及びその解釈 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（遮蔽等） 

第八条 廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

よる事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければな

らない。 

2 廃棄物埋設施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理区域その他事業所内の人が

立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければなら

ない。 

3 廃棄物埋設施設は、放射性物質の飛散防止のための措置を講じたものでなければならない。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 8条（遮蔽等） 

1  第 1項に規定する「線量を十分に低減できる」とは、平常時における廃棄物埋設施設からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線により公衆の受ける線量が、第 10条第 1号及び第 2号に規

定する「廃棄物埋設地の外への放射性物質」の移行及び第 13条第 1項に規定する「周辺監視区域

の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質」の放出により公衆の受ける線量

を含め、法令に定める線量限度を超えないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable

（ALARA）の考え方の下、実効線量で 50マイクロシーベルト／年以下であることをいう。 

2  第 2項に規定する「線量を低減できる」とは、次のことをいう。 

一 管理区域においては、放射線業務従事者の受ける線量が、放射線業務従事者の線量限度を超え

ないものであること。  

二 管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量が、公衆の線量限度以下になるようにす

ること。 

3  第 1項及び第 2項については、ALARAの考え方の下、放射線業務従事者の作業性等を考慮して、

遮蔽、機器の配置、遠隔操作、放射性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措置を講

じた設計がなされていること。 

4  第 3項に規定する「飛散防止のための措置」とは、誤操作や機器の故障による放射性廃棄物の落

下防止のための措置、落下物による放射性廃棄物の損傷防止のための措置その他必要な措置をい

う。 

 

2.  設計対象設備 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「許可基準規則」という。）

第八条の設計対象は、以下のとおりである。 

【遮蔽設計】 

許可基準規則第八条の設計対象は、覆土とする。 

なお、埋設を行う廃棄体の数量の変更を行っているが、廃棄物埋設地における廃棄体の最大埋設

能力に変更はなく、埋設設備の構造及び仕様に変更はないことから、埋設設備の遮蔽条件に変更は

ない。さらに、埋設する廃棄体の表面線量当量率に変更がなく、線源条件に変更がない。そのため、
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埋設する廃棄体の数量の変更に伴う影響はない。覆土については覆土仕様の変更を考慮する。 

参考として、2 号廃棄物埋設地からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線により、公衆の

受ける線量の評価及び管理建屋、1号及び 3号廃棄物埋設地からの寄与を含めた廃棄物埋設施設(以

下「本施設」という。）からの公衆の受ける線量の評価について示す。 

【放射性物質の飛散防止のための設計】 

放射性廃棄物の受入施設について変更がなく、対象はない。 

 

3.  設計方針 

(1)  安全設計の方針 

本施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、平常

時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量、本施設からの直接ガ

ンマ線及びスカイシャインガンマ線による濃縮・埋設事業所（以下「事業所」という。）周辺の線

量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の放出に

より事業所敷地（以下「敷地」という。）周辺の公衆の受ける線量が、「核原料物質又は核燃料物

質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（平成30年6月8日 原

子力規制委員会告示第 4号）（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないこと

はもとより、公衆の受ける線量が As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的

に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y以下を達成できる設計とする。 

 
(2)  放射線の遮蔽に関する設計方針 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の

線量が、「線量告示」で定められた線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる限り

十分低くするため、以下に示す方針に基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、覆土完了後において、覆土により、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

よる敷地周辺の公衆の受ける線量を50μSv/y以下に低減できる設計とする。また、管理区域以外

の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、覆土により、敷地内

に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。 

 

4.  放射線の遮蔽に関する設計 

(1)  廃棄物埋設地の遮蔽設計 

廃棄物埋設地は、覆土完了後においては、覆土のうち難透水性覆土及び下部覆土により、直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による、敷地周辺の公衆の受ける線量及び管理区域以外の

人が立ち入る場所に滞在する者の線量を低減できる設計とする。 
なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、覆土により、敷地内

に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。 
ここで、覆土のうち難透水性覆土及び下部覆土は、遮蔽性に配慮した設計とし、敷地周辺の公

衆及び放射線業務従事者並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者への被ばくを低減

するような密度及び厚さを確保する。 
第 1図に覆土の仕様を示す。 
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(2)  その他の放射線防護上の措置について 

本施設は以下の放射線防護上の措置を講じることで、敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線

業務従事者の受ける線量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を低減でき

るものとする。 

 埋設設備の最上段に定置する廃棄体は、表面線量当量率が 2mSv/hを超えないものとする。 

 埋設設備に廃棄体を定置した後は、速やかにコンクリート仮蓋を設置する。 

 廃棄物埋設地において、管理区域に係る基準を超えるおそれのある場合、一時的な管理区域を

設定するとともに、覆い設置後は、管理区域に係る基準を超えるおそれがないよう設計する。 

 放射性廃棄物の受入施設のうち埋設クレーンは放射性物質の飛散防止措置として、廃棄体等の

落下防止を講じた設計とするとともに、自動化及び遠隔化を図る。 

また、管理区域での作業は、放射線業務従事者の線量限度を超えないよう、放射線業務従事者

の受ける線量を低減するため、原則として次のように行う。 

 作業環境及び放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮した上で、作業時間の制限、放射線防護

具類の着用等の必要な条件を作業計画に定める。また、必要に応じて、事前に作業訓練を行う。 

 作業中に適宜、外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び表面密度を測定し、

必要な場合には、遮蔽物の使用又は除染を行い、作業環境の保全に努める。 
 

期間 覆土完了後

遮蔽材 難透水性覆土及び下部覆土

難透水性覆土

廃棄体 廃棄体

下部覆土

上部覆土

項 目 厚 さ 密度

難透水性覆土 2m以上 1,100kg/m3 以上

下部覆土 2m以上 1,100kg/m3 以上

 

第 1図 覆土の仕様 
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5.  外部被ばく線量評価 

埋設を行う廃棄体の数量の変更を行っているが、廃棄物埋設地における廃棄体の最大埋設能力に

変更はなく、埋設設備の構造及び仕様に変更はないことから、埋設設備の遮蔽条件に変更はない。

また、埋設する廃棄体の表面線量当量率に変更がなく、線源条件に変更がない。 

以上から、埋設する廃棄体の数量の変更に伴って、遮蔽機能に係る埋設設備の構造及び仕様に変

更がなく、遮蔽条件に変更がないこと、埋設する廃棄体の表面線量当量率に変更がなく、線源条件

に変更がないことから、公衆の受ける外部被ばく線量は既許可での評価値を上回ることはない。 

なお、2 号廃棄廃棄物埋設施設の外部被ばく線量評価では、2 号廃棄物埋設地北東端から北方へ

約 200m の敷地境界を公衆に最大の線量を与える線量の計算地点としており、定置を行う区画位置

が線量の計算地点に近い場合に、公衆の受ける外部被ばく線量がより大きくなる。現時点の埋設条

件を反映した場合、廃棄体の定置を行う区画位置は、廃棄物埋設地北側の埋設設備から南側の埋設

設備に移っており、廃棄体の定置を行う区画位置と線量の計算地点との距離が大きくなることから、

公衆の受ける外部被ばく線量は既許可での評価値（約 25μSv/y）に包含される。 

参考として、現時点の埋設条件を反映した場合、2 号廃棄物埋設施設から公衆の受ける外部被ば

く線量は約 16μSv/yとなる。 

覆土完了後は、十分な厚さの覆土があるため、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人の外

部被ばく線量影響は無視できる（約 1×10-3μSv/y以下）。 

1 号及び 3 号廃棄物埋設地からの寄与を考慮する線量評価シナリオについて、埋設する放射性廃

棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、本施設に一時貯蔵及び埋設する廃棄体に含ま

れる放射性物質からの外部放射線に係る公衆の受ける線量は約 26μSv/y である。また、換気空調

設備から放出する気体廃棄物中の放射性物質の吸入摂取により公衆の受ける線量（第十三条で評

価）は約 3.5×10-6μSv/y、液体廃棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取により公衆の

受ける線量周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の放出

により公衆の受ける線量（第十三条で評価）は約 1.7×10-2μSv/yである。 

なお、この期間は、埋設設備により放射性物質の漏出を防止する機能を有することから廃棄物埋

設地の外への放射性物質の移行（第十条で評価）は発生しない。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において考慮するシナリオについて、廃棄物埋設地の外へ

の放射性物質の移行により公衆の受ける線量は約 3.8μSv/yとなる。 

なお、この期間覆土完了後は、十分な厚さの覆土があるため、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ

立ち入る人の外部被ばく線量影響は無視できる。また、この期間は、放射性廃棄物は発生せず、換

気空調設備から放出する気体廃棄物中の放射性物質の吸入摂取による内部被ばく及び液体廃棄物

中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取による内部被ばくは発生しない。周辺監視区域の外

の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量は約

1.7×10-2μSv/y、廃棄物埋設地の外への放射性物質の移行により公衆の受ける被ばく線量は、約 3.8

μSv/yとなる。 

以上から、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間は約 26μSv/y、覆土完了

後は約 3.8μSv/y となり、平常時において実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる設計となってい

る。 

平常時の外部被ばく線量評価について参考資料 1に示す。 



 

  

 

 

 

 

 

 

平常時の外部被ばく線量評価 
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 参 1-1 

1.  はじめに 

平常時の外部被ばく線量評価について説明する。 

 

2.  外部被ばく線量評価 

本評価は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、本施設に一時

貯蔵及び埋設する廃棄体中に含まれる放射性物質からの外部被ばく及び覆土完了後から廃止措置

の開始までの廃棄物埋設地に埋設する廃棄体中に含まれる放射性物質からの外部被ばくであり、敷

地境界外に居住する人を対象とする。 

なお、覆土完了後から廃止措置の開始までにおいては周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る

人も対象とする。 

外部被ばく線量評価の詳細については、第八条 遮蔽等(3号廃棄物埋設施設)の添付資料1に示す。 

(1)  線量評価モデル 

本施設に一時貯蔵及び埋設する廃棄体に起因する公衆の受ける線量は、操業条件や工程を踏

まえ、計算コードによって計算する。直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による線量の

評価は、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」(平成元

年 3月 27日 原子力安全委員会了承)を参考にする。 

廃棄物埋設地では、放射線源が平面的に広く分布するとともに、遮蔽状況が廃棄体定置、充

塡材充塡、覆い設置及び覆土の各状況によって変化する。そのため、線量の計算は、埋設作業

の状況による放射線源と線量の計算地点の位置関係及び遮蔽状況を考慮して設定したモデル

を用いる。 

計算コードは、直接ガンマ線については点減衰核積分コード(QAD)(1)を、スカイシャインガン

マ線については一次元輸送計算コード(ANISN)(2)及び一回散乱計算コード(G33)(1)を組み合わせ

たものを用いる。 

これらの計算コードにより、線量の計算地点における線束密度を算出し、ICRP Pub.74(3)の換

算係数を用いて空気吸収線量を算出後、線量を計算する。 

なお、廃棄体表面の線量当量率から等価線源を求める計算は一次元輸送計算コード(ANISN)(2)

を用いる。 

定置作業時の埋設設備上面からの線量の計算に当たっては、段ごとに外周仕切設備及び内部

仕切設備により放射線の放出が制限されることによる低減効果、地形及び他の埋設設備による

遮蔽効果を考慮する。 

埋設設備はコンクリート製であり、外周仕切設備、コンクリート仮蓋等による放射線の低減

効果を考慮する。 

覆土完了後は、放射線の低減効果としては、覆土のみを考慮する。 

(2)  線量評価パラメータ 

直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による線量の評価は、廃棄体表面の線量当量率に

基づき行う。 

廃棄体表面の線量当量率は、本施設に一時貯蔵する廃棄体については 10mSv/hとする。また、

廃棄物埋設地に埋設する廃棄体については、定置中の区画において 10mSv/hとし、定置終了後、

充塡材を充塡する前の区画及び充塡材の充塡が終了した区画において、最上段を 2mSv/h、最上

段以外を 10mSv/hとする。 
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また、ガンマ線を放出する放射性物質は、廃棄体に含まれる放射性物質のうちガンマ線エネ

ルギーが高く、初期の放射能量が多い Co-60とする。 

なお、廃棄体に含まれる Cl-36の影響は、Co-60の影響に包含される。 

評価の基礎となる廃棄体の数量は、本施設に一時貯蔵する廃棄体と廃棄物埋設地に埋設する

廃棄体について設定する。本施設に一時貯蔵する廃棄体については、受入施設の最大一時貯蔵

量とする。また、廃棄物埋設地に埋設する廃棄体については、本施設の受入計画数量を参考に

年間埋設数量を設定する。さらに、埋設作業工程は、廃棄体の定置、セメント系充塡材の充塡、

上部ポーラスコンクリート層設置、覆い設置の作業を考慮して設定する。 

なお、放射性物質の減衰及び廃棄物埋設地からの漏出による放射線量の減少は考慮しない。 

外部被ばくの計算に用いるパラメータ及びその数値を第 1表に示す。 

(3)  線量評価結果 

本施設に一時貯蔵及び埋設する廃棄体中に含まれる放射性物質からの外部放射線に係る公

衆の受ける線量を評価した結果、2号廃棄物埋設施設について約 16μSv/yとなる。 

また、1 号及び 3 号廃棄物埋設地からの寄与を考慮すると、埋設する放射性廃棄物の受入れ

の開始から覆土完了までの間において、本施設に一時貯蔵及び埋設する廃棄体に含まれる放射

性物質からの外部放射線に係る公衆の受ける線量は約 26μSv/yである。 

覆土完了後は、十分な厚さの覆土があるため、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人

の外部被ばく線量影響は無視できる。 
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第 1表 外部被ばくの計算に用いるパラメータ及びその数値 

パラメータ 数値 

廃棄体表面の線量当量率 

10mSv/h 

(ただし、埋設設備最上面に埋設する廃棄体については

2mSv/h) 

廃棄体の一時貯

蔵量及び埋設量

(本数：200L ドラ

ム缶相当) 

附属施設の一時貯

蔵量 
3,200本 

廃棄物埋設地の埋

設量 
23,400本/年 

線量の計算地点 
廃棄物埋設地北東端から北方向へ約 200mの敷地境界 

(敷地境界で最大の線量を与える地点) 

廃棄体の密度 1,500kg/m3 

遮蔽体の密度 
2,100kg/m3 (コンクリート) 

1,600kg/m3 (埋設設備のセメント系充塡材) 

線源 

面積 

埋設設備 

(一区画当たり) 

上面       ：5.3m×5.5m 

北及び南側面   ：5.3m×4.6m 

西及び東側面   ：5.5m×4.6m 

廃棄体一時貯蔵室 23.5m×57m 

埋設設備の側面からの放射線の低減効

果による線量補正係数 

埋設設備 

(北側から

第 1埋設

設備群) 

北側 西側 東側 南側 設備間 

1 

2 

3,5 

4,6 

7 

8 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.98 

0.56 

0.98 

0.56 

0.98 

0.56 

0.56 

0.99 

0.56 

0.99 

0.56 

0.99 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.89 

0.89 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.69 

0.69 

埋設設備における作業工程*1～*3 

定置              ：1区画当たり 8時間 

充塡材充塡           ：1区画当たり 7時間 

上部ポーラスコンクリート層設置 ：1区画当たり 6時間 

覆い設置            ：1区画当たり 8時間 
*1：埋設作業を行う区画は同時に同一の作業を行うものとする。なお、埋設作業は、線量の計算地点で最大の線量

となる第 8埋設設備群の 65区画で行うものとする。 

*2：廃棄体の定置後、75 日後にセメント系充塡材を充塡、上部ポーラスコンクリート層設置及び覆いの設置の各

作業を連続して行うものとする。 

*3：1及び 3号廃棄物埋設地からの寄与を考慮する場合には、線量の計算地点は廃棄物埋設地北東端から北方向へ

約 200m の敷地境界とし、2 号廃棄物埋設地における廃棄体の埋設量は年間約 5,400 本として、埋設作業は、

線量の計算地点で最大の線量となる第 6埋設設備群の 15区画で行うものとする。 

また、1号廃棄物埋設地における廃棄体の埋設量は年間約 4,800本とし、埋設作業は、線量の計算地点で最大の
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線量となる第 7 埋設設備群の 15 区画で行うものとする。さらに、3 号廃棄物埋設地における廃棄体の埋設量は

年間約 26,000本とし、埋設作業は、線量の計算地点で最大の線量となる第 7埋設設備の 65区画で行うものとす

る。 

廃棄体表面の線量当量率は、埋設設備の最上面に埋設する廃棄体について 1号廃棄物埋設地及び 2号廃棄物埋設

地においては 2mSv/h、3号廃棄物埋設地においては 0.3mSv/h、その他の廃棄体については 10mSv/hとする。 
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